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を応援します！

令和８年度 丸亀市

産業振興支援
補助金

令和８年４月現在

※必要に応じて状況調査を行う場合があります。
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このような
取組みを
支援します

誰もが働きやすい職場づくりや従業員の福利厚生サービスを提供する中讃勤労者福祉サービスセン
ターヘの新規加入等、働き方改革にかかる取組み

このような
経費が対象に
なります

このような
取組みを
支援します

市外で開催される合同企業説明会への出展や求人媒体ヘの掲載※、
人材紹介サービスの活用※。（※派遣労働者の募集を除きます。）

このような
経費が対象に
なります

このような
取組みを
支援します

従業員が返済中である日本学生支援機構等が貸与した奨学金の返済を事業者が支援する取組み
（事業所に就職後３年以内の従業員であって奨学金返済支援制度について社内規程等で定めている
事業者に限ります。）

このような
経費が対象に
なります

このような
取組みを
支援します

業務に直接関連する専門的な研修に従業員を参加させたり、新規資格取得等の
人材育成への取組み

このような
経費が対象に
なります

このような
取組みを
支援します

支援機関の指導を受けた計画に基づく新規事業分野での販路開拓の際にかかる広告宣伝
（新規事業開始後1 年以内のもの）

このような
経費が対象に
なります

このような
取組みを
支援します

市外で開催される販路開拓のための展示会・商談会の出展
（販売を主目的とした出展を除きます。）

このような
経費が対象に
なります

このような
取組みを
支援します

PRを目的としたホームページ等の新規作成・全面的な変更（単純な機能追加やベージの追加等
を除きます。）、会社案内、カタログ、パンフレット等の作成(DMや一枚刷り、広告、POP等の
一時的または簡易的なものを除きます。）

このような
経費が対象に
なります

丸亀市産業振興支援補助金とは
下記に掲げる事業に取り組む市内中小企業者・中小企業団体に対し、

経費の一部を補助するものです。

合同企業説明会にかかる出展料や備品リース料、旅費、運搬費、求人媒体
への掲載料、人材紹介事業者への報酬など

働き方改革

02 人材確保

03 奨学金返済支援

04 人材育成

05 新規事業分野進出

06 展示会・商談会出展

07 自社PRツール作成

販路開拓を目的とした展示会・商談会にかかる出展料や備品リース料、旅費、
運搬費など（市内での活動は対象としません。）

ホームページ等の作成・変更にかかる委託費
自社PRツール作成にかかるデザイン委託費、印刷製本費
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このような
取組みを
支援します

市内の地域資源等を活用した新たな特産品の開発または既存商品の改良

このような
取組みを
支援します

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権または商標権等の取得にかかる出願

このような
取組みを
支援します

支援機関の支援を受けて行う事業承継（M&A等）の取組み

このような
取組みを
支援します

BCP （事業継続計画）若しくは事業継続力強化計画を新規に策定する取組み
または改定する取組み

このような
取組みを
支援します

業務効率化や生産性向上を目的とするデジタル技術導入の取組み

このような
取組みを
支援します

SDGs （持続可能な開発目標）を推進する計画策定等の取組み

このような
取組みを
支援します

電気自動車・燃料電池自動車等を導入しカーボンニュートラルを推進する取組み

このような
取組みを
支援します

事業者間連携による企業価値の向上や課題解決等を目的とした勉強会や研究・開発等の
取組み（グループ企業間の連携は除きます。）

このような
経費が対象に
なります

このような
経費が対象に
なります

このような
経費が対象に
なります

このような
経費が対象に
なります

このような
経費が対象に
なります

このような
経費が対象に
なります

このような
経費が対象に
なります

このような
経費が対象に
なります

08 特産品開発・改良

09 知的財産権取得

10 事業承継

11 BCP等策定・改定

12 デジタル化

13 SDGs

14 カーボンニュートラル

15 事業連携

特産品の開発や既存商品の改良にかかる専門家謝金、原材料費（試作品作成に
かかるもの）、委託費、印刷製本費、マーケティング調査費、広告宣伝費など

出願料、弁理士謝金等出願にかかる経費など

事業承継計画の策定等にかかる委託費、M&Aの仲介委託等にかかる
経費など(M&Aの成功時に支払う成功報酬は除きます。）

BCP（事業継続計画）等の策定・改定にかかる専門家謝金、委託費など

SDGsの推進にかかる専門家謝金、セミナー受講料など
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令和８年度 丸亀市産業振興支援補助金メニュー

誰もが働きやすい職場づくりや中讃勤労者福祉サービスセンターヘの
新規加入等、働き方改革にかかる取組み

従業員が返済中である日本学生支援機構等が貸与した奨学金の返済を
事業者が支援する取組み（事業所に就職後3年以内の従業員で、奨学金
返済支援制度について社内規程等で定めていること）

支援機関の指導を受けた計画に基づく新規事業分野の
販路開拓にかかる広告宣伝（事業開始後1 年以内のもの）
※新規事業の基準は、日本標準産業分類の大分類、中分類による

市内の地域資源等を活用した新たな特産品の開発や既存商品の改良

支援機関の支援を受けて行う事業承継（M&A等）の取組み

BCP（事業継続計画）若しくは事業継続力強化計画を新規に策定する
取組みまたは改定する取組み

事業者間連携による企業価値の向上や課題解決等を目的とした勉強会や
研究・開発等の取組み

ホームページ等の作成・変更に係る委託費
自社PRツール作成にかかるデザイン委託費、印刷製本費

専門家謝金、出張旅費、原材料費（試作品作成にかかるもの）、機械
装置リース料、委託費、印刷製本費（パッケージ等）、マーケティング
調査費、広告宣伝費など

出願料、弁理士謝金等出願にかかる経費

事業承継計画の策定等にかかる委託費、M&Aの仲介委託料、マッチ
ング登録料、着手金など (M&Aの成功時に支払う成功報酬は除く）

計画の策定・改定等にかかる専門家謝金、委託費など

SDGsの推進にかかる専門家謝金、セミナー受講料など


